
14 −はびきの　令和7年（2025年）2月−

[ 開設期間 ] 2 月 17 日㈪～ 3 月 17 日㈪ ※㈯㈰㈷などを除く（3 月 2 日㈰は開設）　[ 受付時間 ] 8:30 ～ 16:00  ご注意ください！
・入場には「入場整理券」が必要ですので、国税庁ウェブサイトで詳細をご確認ください。・富田林税務署内には、確定申告会場は開設しておりません。
・混雑状況によっては、早めに相談受付を終了する場合があります。・当会場は、原則ご自身のスマートフォンで申告書を作成する「スマホ申告会場」です。
●確定申告は『e-Tax』をご利用ください
　「医療費控除」やふるさと納税の「寄附金控除」などの申告に当たっては、簡単・便利なスマートフォンを利用した申告をお勧めします。
　確定申告書の作成に当たっては、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の画面案内に従って入力すれば自動計算され、作成した
申告書はスマートフォンを利用して簡単に e-Tax 送信 ( 提出 ) することができます。
　なお、マイナンバーカードを使用して、マイナポータルにログインしていただくことで、医療費やふるさと納税などの情報が自動入力される
ため、より簡単に確定申告を行っていただくことが可能です。 
●令和 6 年分の申告期限、納期限などについて

所得税の確定申告会場は「すばるホール 3 階（富田林市）」

税目など 申告および納期限 口座振替

申告所得税および復興特別所得税 令和 7 年 3 月 17 日㈪ 確定分 令和 7 年 4 月 23 日㈬
延納分 令和 7 年 6 月 2 日㈪

個人事業者の消費税および地方消費税 令和 7 年 3 月 31 日㈪ 令和 7 年 4 月 30 日㈬
贈与税 令和 7 年 3 月 17 日㈪ －

●国税のスマートフォンアプリ納付が利用可能です
7 つの Pay 払いから納付手続きが行えます。国
税庁ウェブサイトで詳細をご確認ください。

■ ■ 問問 富田林税務署　☎ 0721-24-3281

キャッチアップ接種期間（令和４年４月１日～令和７年３月 31 日）に少なくとも１回以上接種した方は、２回目以降の接種期間が
令和８年３月 31 日まで延長されます。
子宮頸がん予防（HPV）ワクチンは３回接種する必要があり、１回目接種から１年以内に３回目接種を終了することが望ましいとされて
います。まだ１回も接種されていない方は、令和７年３月 31 日までに接種をご検討ください。

子宮頸がん予防 (HPV)ワクチン ( キャッチアップ接種 )

令和 7 年 令和 8 年 
２月 3 月 4 月 ～ 12 月 1 月 ２月 3 月

終象了

少なくとも1回接種済み 終象了

変更前

変更後

( 令和 7 年 3 月 31 日終了 ) 2 回目以降の接種期間が延長

( 令和 8 年 3 月 31 日終了 )

子宮頸がん予防（HPV）ワクチンのキャッチアップ接種期間が延長されます！

定期的に歯科健診を受けていますか？歯を失う２大原因は、歯周病と虫歯です。
特に歯周病は、糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞等の全身の様々な病気に関連していると言われ、20 歳代から徐々に進行します。
昨年度羽曳野市で成人歯科健診を受けた方のうち、約７割が要精密検査と判定され、精密検査を受けた方のうち９割に
近い方が、歯周病や虫歯など治療が必要な状態でした。
歯周病や虫歯の予防・早期発見には歯科健診を受けることが重要です。大切な歯を守るため、歯科健診を受けましょう。

【対　　象】　　昭和 28・33・38・43・48 ～ 58・63、平成 5・10・15 年生まれの市民　※ 40 歳代は毎年受けられます。
【実施期間】　　令和６年４月１日～令和７年３月 31 日
【内      容】　　虫歯・歯垢・歯肉の炎症の有無などのチェック　　　
【費      用】　　年度内 1 回に限り無料　　　
【受診方法】　　対象の方は、羽曳野市内の歯科医院 ( 健康だより、市ウェブサイト参照）へ
　　　　　　　直接お問い合わせください。　※受診券はありません。

【持　　物】　　氏名、住所、生年月日が確認できるもの（マイナンバーカード、運転免許証など）　

歯周病予防は 20 歳から！　成人歯科健診を受けましょう

＜成人歯科健診＞

詳しくはこちら

【接種期間延長の対象者】キャッチアップ接種期間に１回以上接種を受けられた、以下に該当される女性の方。
・キャッチアップ接種対象者（平成９年４月２日～平成２0 年４月１日生まれ）
・高校１年生（令和６年度）（平成 20 年４月２日～平成 21 年４月１日生まれ）
【持ち物】母子健康手帳、予診票、住所を確認できるもの（マイナンバーカード等）
【備考】転入や紛失等で予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持って健康増進課へお越しください。
〈子宮頸がんとHPVワクチン〉
 日本では毎年、約１万人の女性が子宮頸がんにかかり、約３千人の方が亡くなっています。20 歳代から発症する割合が比較的高く、30 歳
代までに治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなる)方も１年間に約１千人います。子宮頸がん予防（HPV)ワクチンを接種することによって、
子宮頸がんの原因となるウイルスのうち、50 ～ 90％の感染を防ぐと言われています。




